
 

 

令和５年度タイプロモーション現地レップ委託業務 

業 務 仕 様 書 

 

１ 委託内容 

タイから三重県への旅行客誘致に係る現地営業代理店（レップ）業務 

 

２ 委託期間 

 契約締結日から令和６年３月２５日（月）まで 

 

３ 事業の目的 

 三重県は、本県の認知度向上や、個人旅行（FIT）や団体旅行（富裕層、インセンテ

ィブツアー等）誘致に取り組むため、令和３年度から現地レップ委託業務を開始しま

した。 

現在、タイではコロナ禍前と同様に訪日ツアーの造成・催行が進められており、タ

イからの訪日旅行者数は回復傾向にあります。本事業では、セールス活動を通じて現

地旅行会社等との関係を発展させていくとともに、FIT 層への情報発信、現地情報の

収集等を行うことで、タイからの効果的な旅行客誘致につなげることを目的とします。 

  

４ 業務内容 

（１）セールスコール及び現地旅行会社・メディアへの情報提供 

○三重県 PR 資料を作成し、タイからの誘客に効果的な旅行会社・メディアへセー

ルスコールを 25 社以上実施すること。なお、セールスコールは原則訪問とする

が、先方からの申し出によりオンラインで実施することは妨げない。 

○セールスコールにおいては原則タイ語で行うものとし、三重県が参加する場合に

は日本語及びタイ語の対応が可能な者を手配すること。 

○セールスコール実施にあたっては、高級ツアーやインセンティブツアーを中心に

取り扱う旅行会社に対して優先的に実施すること。 

○セールスコールに使用する三重県 PR 資料（セールスツール）について、パワー

ポイント形式（A4 サイズ）により、日本語及びタイ語で次のとおり作成し、活用

すること。なお、作成にあたっては、現地旅行会社の関心が高いと思われる項目

（新規オープン施設情報や団体利用可能なホテル及びレストラン等）を調査のう

え、利用料金や受入可能時期・アクセス情報等、具体的で実用的な情報を記載す

ること。 

 〔記載内容〕 

・三重県の概略（観光地としてのイメージが伝わるもの） 



 

 

・主要国際空港から三重県までのアクセス情報 

 ・県内の観光コンテンツ及び宿泊施設 

  ※「文化」、「自然」、「食」、「季節」など、テーマごとにまとめること。 

 ・モデルコース 

※４件以上とし、各季節で作成すること。 

※旅行会社等が訪日旅行商品造成の際、行程全体の一部として三重県内の行程

を位置付けることを容易にするため、三重県内の行程と併せて、三重県外（例

えば、京都、大阪、名古屋といった主要なゴールデンルート上の場所）への

移動に係る経路を含めたものとすること。 

○セールスコールのための現地旅行会社との調整及びセールスツールの作成及び

内容確認に係る一切の業務について、受託者により実施すること。 

○セールスコールにより訪問する旅行会社及びセールスツールの詳細については、

提案を踏まえ県と協議のうえ決定すること。 

○セールスコール後、相手方からの質問や関心事項に基づいて情報提供を行うなど

のアフターフォローを実施すること。 

○その他、現地旅行会社・メディアから三重県の観光情報等にかかる問合せ等があ

った場合、必要な調整及び情報提供を行うこと。 

 

（２）過去レップセールスに係る成果検証 

 ○三重県が令和３年度及び令和４年度にセールスを行ってきた現地旅行会社（※１）

を対象に、三重県を含む旅行商品の造成・販売の状況や価格帯、三重県への送客

実績、三重県への送客を促進する上での課題等について調査を行うとともに、取

りまとめたうえで三重県に報告すること。 

○造成実績の確認を行う時期については、現地旅行会社のツアー造成状況を考慮し、

決定すること。 

 ○調査について先方の協力が得られない場合は、ホームページ等の公開されている

情報から可能な範囲で情報収集をすることとし、その経過について三重県に報告

すること。 

※１ 令和３～４年度にセールスを実施した旅行会社数 計８２社 

 

（３）Facebookを活用した観光情報発信 

○三重県が運営する Facebookアカウント「เทีย่วสนุก "มเิอะ" เจแปน」（※２）にお

いて、タイ人旅行者の嗜好や関心を踏まえて、エンゲージメントの高い投稿を定

期的に行うこと。 

○投稿は、目安として週１回（月４回）程度行うこと。 



 

 

なお、投稿コンテンツや投稿内容については、投稿前に三重県と協議を行うこと。 

○三重県の観光情報を含む現地メディア等の投稿を積極的にシェアすること。 

○投稿のエンゲージメントを高めること、アカウントページへの「いいね！」を増

やすことを目的とした Facebook広告を配信すること。 

○投稿に対するコメントには、原則として３日以内に必ず返信すること。 

○各投稿に対する反応や広告配信結果について、Facebookのインサイト等を活用し

てデータ（リーチ数、エンゲージメント数など）を収集、分析し、県に毎月提供

すること。 

○投稿に対するネガティブチェックを日常的に実施し、攻撃的な内容が急増した場

合、書き込みを停止するなど適切な緊急対応措置を実施すること。 

○年度末に次年度４、５月分の投稿を準備し、配信できる状態とすること。 

※２ 三重県が運営する Facebookアカウント「เทีย่วสนุก "มเิอะ" เจแปน」 

https://www.facebook.com/japantravelmie.th 

 

（４）ニュースレターの配信 

○三重県の観光情報について、ニュースレターを作成のうえ、現地旅行会社や訪日

旅行情報を扱うメディア等へ配信すること。なお、ニュースレターに掲載するコ

ンテンツや内容については、配信前に三重県と協議を行うこと。 

○配信頻度は、目安として月１回とする。 

○ニュースレター等に対する配信先からの反応（コメント等）について、三重県に

フィードバックを行うこと。 

 

（５）タイ現地向け三重県観光セミナー 

 ○タイ現地の旅行会社、メディアなど三重県への誘客に効果的なところを対象に、

三重県の観光情報に関するセミナーを２回開催すること。なお、実施にあたって

は、オフラインまたはオンライン開催いずれも可能とする。 

○セミナーを実施するにあたって参加者の募集や資料の準備等、必要な業務を行う

こと。 

○セミナー後の参加者アンケートを実施し、結果を取りまとめて三重県へ報告する

こと。 

 

（６）現地 FIT向けプロモーション 

○タイ現地旅行会社、訪日旅行情報を扱うメディア、航空会社等と連携し、現地の

趣向を踏まえながら、本県への FIT旅行客誘致につながる旅行客向け情報発信企

画を１回以上実施すること。 

https://www.facebook.com/japantravelmie.th


 

 

○企画実施にあたっては、三重県タイ語 Facebookアカウントの活用も図ること。 

○企画にかかる準備の一切については、受託者で実施すること。 

 

（７）訪日旅行動向に関する情報収集及び分析 

○訪日旅行動向（タイ現地旅行会社や航空会社等の動向を含む）に関する情報収集

及び分析を継続的に実施し、「（８）月次レポート」に含めて報告すること。 

 

（８）月次レポートの作成 

○実施した業務内容、セールス及びフォローアップの内容、実績・成果、訪日旅行

動向に係る情報等をとりまとめた月次レポートを毎月作成し、翌月１０日までに

本県に提出すること。なお、三重県へ旅行客を誘致するうえで有益な情報があれ

ば、レポートに適宜追加すること。 

○業務の進捗状況について、今後の業務計画とともに記載すること。 

○令和６年３月分のレポートについては、業務実施報告書と合わせて令和６年３月

２５日（月）までに提出すること。 

 

（９）その他 

○観光プロモーション動画（※３）の活用を図ること。 

○資料を作成する際に写真や動画を使用する場合、著作権や使用承諾について使用

元へ確認すること。 

○各観光施設にかかる配信内容や紹介内容について、施設へ確認を行うこと。 

 

※３ 観光プロモーション動画について 

Youtubeチャンネル「Japan Travel "Mie"」内の動画 

https://www.youtube.com/channel/UCI9fiY2YyUCAFMWF9jWar0g 

 

５ 納品物、納期、納品場所 

下記のとおり期限までに業務実績報告書を提出すること。 

(ア) 納品物   業務実施報告書 ２部（印刷物） 

(イ) 納品期限  令和６年３月２５日（月） 

(ウ) 納品場所  三重県観光部海外誘客課 

 

６ 業務実施上の条件 

（１）委託業務の実施にあたっては、随時、実施内容を三重県観光部と協議しながら

進めるものとします。 

https://www.youtube.com/channel/UCI9fiY2YyUCAFMWF9jWar0g


 

 

（２）全体を通じ、仕様書以外で事業に追加することで高い効果が期待できる内容が

ある場合には、積極的に提案してください。 

（３）その他この仕様書に明示されていない事項又は業務上疑義が生じた場合は、両

者協議により、業務を進めるものとします。上記の協議の結果、提案内容と業務

実施内容が異なる場合があります。 

 

７ 留意事項 

（１）著作権 

ア 本事業により制作された制作物及びそれに付随する一切の資料の著作権は、

三重県に帰属するものとします。 

イ 成果品のうち新規に発生した著作物にかかる全ての著作権（著作権法第 27

条及び第 28 条に規定する権利を含む。）及び成果品のうち三重県又は受託

者が委託業務の従前から著作権を有する著作物の翻案等により発生した二

次的著作物の著作権は、成果品の引渡しをもって三重県に譲渡されるものと

する。 

ウ 前項の規定により著作権を譲渡すべき著作物の著作権が受託者以外の第三

者に帰属している場合は、受託者は成果品等の引渡し時点までに当該著作権

を取得したうえ、三重県に譲渡するものとする。 

エ 成果品等のうち、上記イの規定の対象外で著作権が受託者に留保されている

著作物については、三重県が成果品等を自ら利用するために必要な範囲にお

いて三重県及び三重県が指定する者が自由に利用（著作権法に基づく複製、

翻案等を行うことをいい、以下同じ。）できるものとする。 

オ 成果品等のうち、上記イの規定の対象外で著作権が第三者に帰属している著

作物については、受託者は、三重県が成果品を利用するために必要な範囲に

おいて三重県及び三重県が指定する者が利用することについて当該第三者

の許諾を得るものとする。 

カ 三重県は著作権法第 20 条第 2 項第 3 号又は第 4 号に該当しない場合におい

ても、その使用のために、成果品等を改変し、また、任意の著作者名で任意

に公表することができるものとする。 

キ 受託者は、上記イ又はウに基づき三重県に著作権を譲渡した著作物に関する

著作者人格権（著作権法第 18条から第 20条までに規定する権利をいう。以

下同じ。）を一切行使しないものとする。 

ク 前項の著作者人格権の不行使は、三重県が必要と判断する限りにおいて、本

契約終了後も継続するものとする。 

ケ 本条における著作権の譲渡、著作者人格権の不行使、著作物の利用許諾等に



 

 

かかる一切の対価及び経費は契約金額に含まれているものとする。 

コ 受託者が受託者の営業のために成果品等を利用し、又は改変する場合は、書

面により三重県に届けるものとし、三重県は三重県の業務に支障のない限り

これを許諾するものとする。 

サ 三重県に引き渡された成果品等の全部又は一部につき、三重県が当該成果品

等を自ら利用するに当たり、第三者から著作権、工業所有権等（以下総称し

て「知的財産権」という。）を侵害するものであるとして三重県に対し何ら

かの訴え、異議、請求等（以下総称して「紛争」という。）がなされ、三重

県から受託者へ処理の要請があった場合、受託者は三重県に代わって当該第

三者との紛争を処理するものとする。その際、受託者は、当該第三者に対す

る損害賠償金の支払いを含む紛争処理費用を負担するものとする。なお、こ

の場合、三重県は当該第三者との紛争を受託者が処理するために必要な権限

を受託者に委任するとともに、必要な協力を受託者に行うものとする。 

シ 前項において成果品の全部又は一部が第三者の知的財産権を侵害するもの

であると判断される場合、三重県・受託者協議の上、受託者は次の各号のい

ずれかの措置をとるものとする。 

（ア）成果品を侵害のないものに改変すること。 

（イ）三重県が成果品を利用することが可能となるよう、当該第三者の許諾を

得ること。 

ス 前２項の規定は、本契約の終了又は解除後も適用する。 

 

（２）受託者は、業務の履行にあたって「三重県の締結する物件関係契約からの暴力

団等排除措置要綱」に規定する暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以

下暴力団等という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとし

ます。 

ア 断固として不当介入を拒否すること。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 

ウ 委託者に報告すること。 

エ 業務の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程、納

期等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、委託者と協議を

行うこと。 

（３）受託者が（２）のイ又はウの義務を怠ったときは、三重県の締結する物件関係

契約からの暴力団等排除要綱第７条の規定により三重県物件関係落札資格停止

要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じるものとします。 

 



 

 

８ 監督及び検査 

 契約条項の定めるところによります。 

 

９ 契約代金の支払い方法、支払い場所及び支払い時期 

委託料の支払いについては、契約条項の定めるところによります。 

 

10 見積及び契約の手続において使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨に限ります。 

 

11 暴力団等排除措置要綱による契約の解除 

契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措

置要綱」第３条又は第４条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基

づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。 

 

12 担当部局等 

〒514－8570 三重県津市広明町 13番地 

    三重県観光部海外誘客課 担当 竹内、番条 

    電    話：059－224－2847 

    ファクシミリ：059－224－2801 

    Email：inbound@pref.mie.lg.jp 

以 上 

 


